
(1)　市民・事業者・行政が一体となったごみの減量とリサイクルの推進

　ア　家庭ごみ対策

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

中間見直し後

令和３年度の実施状況

計
画

（
見
直
し
後

）

【容器包装プラスチックの減量】

1 ○使い捨てプラスチック容
器購入の抑制
・店舗等への働きかけによ
るばら売り・量り売りの促進
及び過剰包装の抑制や簡
易包装促進の働きかけ
・市民に対する買い物袋持
参の啓発
・リユース食器の利用促進

計
画

（
当
初

）

・広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会の事業者及び広島
市におけるレジ袋等の削減に向けた取組に関する協定を締
結している協働実施団体の店舗で店頭回収を実施した。
　※　令和3年度　22社452店舗中　21社276店舗（61％）

・地域及びスーパーマーケット店頭で廃食用油の回収が実施
された。
　※　令和3年度：戸坂くるめ木町内会 550kg
                　      あやめ幼稚園 96kg
               　       店頭回収を行った店舗 18店舗

・市民の店頭回収の利用促進を図るため、市ホームページ
に、スーパーマーケット等における店頭回収品目等を掲載し
た。また、ごみ出しハンドブック「ひろしまエイト」、ひろしま市
民と市政の令和4年3月15日号、「ごみの減量・リサイクル
Book」やチラシ等での周知を行った。なお、「ごみの減量・リサ
イクルBook」及びチラシは町内会等を通じて配布を行った。

【販売店等による店頭回収の利用促進】

2

計
画

（
見
直
し
後

）

3 ○町内会等による資源物
の集団回収の促進
・引取業者の紹介や契約の
際の注意事項のアドバイス
等による町内会等における
資源物の自主回収の促進
・町内会等での実施状況の
アンケート調査の実施

計
画

（
当
初

）

・新任等の地域環境指導員（学区公衛協：69団体、その他：1
団体）に対し、活動用の帽子（702個）及び名札（620個）を提
供し、地域における美化活動及びごみの適正排出の指導等
を行う同指導員の活動を支援した。
　※　地域環境指導員：約3,600人
　　　（広島市公衆衛生推進協議会公衆衛生推進委員等）

・地域環境指導員等研修会を学区公衛協で1回開催した。

4 ○地域環境指導員の活動
支援
・地域におけるごみ排出に
関する課題等に取り組む活
動を行う広島市地域環境指
導員に対する研修会の開催
や活動物品の提供による活
動支援

計
画

（
当
初

）

実
績

計
画

（
見
直
し
後

）

・市民・事業者・市の三者協働による「広島市ごみ減量・リサ
イクル実行委員会」を通じ、百貨店等店舗に対し、過剰包装
の抑制を働きかけ、市民の意識向上を図った。

・買い物袋持参率の調査では、買い物袋を持参する市民の
割合は前年度より減少したが、8割を超える多くの市民に買い
物袋の持参が定着している。
　※ 令和4年度調査：
    　広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会の事業者
　　　18社中
　　　包装の簡素化の実施　18社（100％）
 　　 買い物袋持参率　83.7％

実
績

・市民・事業者・市の三者協働による「広島市ごみ減量・リサ
イクル実行委員会」を通じ、百貨店等店舗に対し、過剰包装
の抑制を働きかけ、市民の意識向上を図った。

・買い物袋持参率の調査では、買い物袋を持参する市民の
割合は前年度より減少したが、8割を超える多くの市民に買い
物袋の持参が定着している。
　※ 令和3年度調査：
    　広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会の事業者
　　　19社中
　　　包装の簡素化の実施　19社（100％）
 　　 買い物袋持参率　85.7％

計
画

（
見
直
し
後

）

・新任等の地域環境指導員（学区公衛協：73団体）に対し、活
動用の帽子（574個）及び名札（496個）を提供し、地域におけ
る美化活動及びごみの適正排出の指導等を行う同指導員の
活動を支援した。
　※　地域環境指導員：約3,600人
　　　（広島市公衆衛生推進協議会公衆衛生推進委員等）

・地域環境指導員等研修会を区・学区公衛協で4回開催し
た。

本市ホームページ等にて、集団回収に関する周知啓発を実
施した。

実
績

・令和2年度に実施したアンケート調査の集計を行った。
　※　令和2年度調査結果：
       集団回収の実施　1,499団体中　849団体（56.6％）

広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の行動計画に基づく施策の令和４年度実施状況等について

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

令和4年度の実施状況

【自主的取組への支援】

○スーパーマーケット等に
おける店頭回収の利用促
進
・店頭回収の品目追加、実
施店舗の拡大等の働きか
け及び店頭回収の促進
・販売店等による店頭自主
回収体制構築の促進

計
画

（
当
初

）

・広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会の事業者及び広島
市におけるレジ袋等の削減に向けた取組に関する協定を締
結している協働実施団体の店舗で店頭回収を実施した。
　※　令和4年度　22社480店舗中　20社267店舗（56％）

・地域及びスーパーマーケット店頭で廃食用油の回収が実施
された。
　※　令和4年度：戸坂くるめ木町内会 590kg
                　      あやめ幼稚園 49kg
               　       店頭回収を行った店舗 18店舗

・市民の店頭回収の利用促進を図るため、市ホームページ
に、スーパーマーケット等における店頭回収品目等を掲載し
た。また、ごみ出しハンドブック「ひろしまエイト」、ひろしま市
民と市政の令和5年3月15日号、「ごみの減量・リサイクル
Book」やチラシ等での周知を行った。なお、チラシは町内会等
を通じて配布を行った。

実
績

働きかけ

働きかけ

アドバイス・アンケート実施

アドバイス・アンケー

ト実施

活動の支援

研修会の開催・活動物品の提供

活動の支援

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

アンケート実施

検討

アドバイス

アンケート実施・集計

資料３
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

中間見直し後

計
画

（
見
直
し
後

）

計
画

（
見
直
し
後

）

施策
実施スケジュール

計
画

（
見
直
し
後

）

・認定事業者による回収ボックス設置を支援した。また、回収
ボックスを増設・新設した。
　※　ボックス設置場所：
    　 区役所8か所、ショッピングセンター3か所
    　 （計11か所）

・安佐南区及び安佐北区で実施されたイベントに併せて、イベ
ント回収を実施した。

・市ホームページ、大型ビジョンによるＰＲ動画放映、広報番
組により、小型家電リサイクルについて広報した。

・小学4年生を対象に、小型家電リサイクルに関する内容を記
載した啓発物品を配布した。

・玖谷埋立地において不燃ごみに含まれる小型家電のピック
アップ回収を行った。

実
績

・認定事業者による回収ボックス設置を支援した。また、回収
量の多い施設に回収ボックスを増設した。
　※　ボックス設置場所：
    　 区役所8か所、ショッピングセンター（ゆめタウン）2か所
    　 （計10か所）

・新たな回収方法である、宅配便を活用した小型家電リサイク
ルについて市ホームページ等で周知を開始した。

・市ホームページ、大型ビジョンによるＰＲ動画放映により、小
型家電リサイクルについて広報した。

・小学4年生を対象に、小型家電リサイクルに関する内容を記
載した啓発物品を配布した。

8 ○小型家電リサイクルの促
進
・市民への情報提供等によ
る民間事業者の小型家電リ
サイクルの取組の促進及び
新たな回収方法等の検討
・販売店等による店頭自主
回収体制構築の促進

　

計
画

（
当
初

）

・リユース事業に取り組んでいる民間事業者２社と協定を締
結し、その取組について本市HPやチラシ、「ひろしま市民と市
政」等により広報を行った。

・リユースの促進について、ごみ出しハンドブック「ひろしまエ
イト」に掲載し周知を図った。

・小学生を対象に配布した「ごみの減量・リサイクルBook」に
て、3Rに取り組むよう啓発した。

実
績

・リユースの促進について、ごみ出しハンドブック「ひろしまエ
イト」に掲載し周知を図った。

・町内会を通じて全戸配布を行った「ごみの減量・リサイクル
Book」にて、リユース・リサイクルに取り組むよう啓発した。

7 ○大型ごみのリユース・リ
サイクル方策の検討
・民間の地域情報サイトやリ
ユースショップの活用、大学
生協との連携などの家具家
電等の有効活用策の検討

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・資源ごみ（紙類）の対象範囲を拡大した場合に、資源ごみ選
別施設で対応可能か引き続き検討した。

実
績

・資源ごみ（紙類）の対象範囲を拡大した場合に、資源ごみ選
別施設で対応可能か引き続き検討した。

6 ○資源ごみ（紙類）の対象
拡大検討
・資源ごみ（紙類）の収集方
法や費用等を考慮した上で
の対象拡大の検討

計
画

（
当
初

）

・環境講座を25回実施し、ごみの分別方法や小型家電リサイ
クルについての市民への関心を高め、分別の徹底を図った。

・可燃ごみに含まれる資源化可能な紙類を削減するため、出
し方マニュアルを本市ホームページに掲載するとともに、チラ
シに正しい分別の方法を記載し、町内会等を通じて配布を
行った。

・広島市LINE公式アカウントにおいて、事前にごみ種別等を
登録することで、該当するごみの収集日の前日に通知を配信
する「家庭ごみ収集日の通知」を行った。
　※　令和5年5月広島市LINE公式アカウントの「ごみ」情報配
信設定者数：約16,500人

実
績

・環境講座を8回実施し、ごみの分別方法や小型家電リサイク
ルについての市民への関心を高め、分別の徹底を図った。

・可燃ごみに含まれる資源化可能な紙類を削減するため、出
し方マニュアル等を使用して分別の徹底を図った。また、出し
方マニュアルを記載したチラシを作成し、町内会等を通じて配
布を行った。

・本市のオープンデータを活用したごみの収集日を確認でき
るWebアプリ（広島市版5374.jp）等を市ホームページで広報し
た。
　※　閲覧数（令和3年4月～令和4年3月）：573,867回

・令和3年11月から、広島市公式LINEにおいて、事前にごみ
種別等を登録することで、該当するごみの収集日の前日に通
知を配信する「家庭ごみ収集日の通知」を開始した。
　※　令和4年3月公式LINEアカウントの「ごみ」情報配信設定
者数：約9,500人

・発火する可能性のあるごみの分別徹底に関して、チラシを
作成し、町内会等を通じて配布を行った。

5 ○分別の必要性と方法の
周知
・出前環境講座や市ホーム
ページ等による資源物等の
分別徹底の促進
・スマートフォン等を活用し
たごみ分別等の情報発信
の推進
・住宅管理会社等への分別
の周知徹底

計
画

（
当
初

）

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

【家庭ごみの分別徹底】

【家庭ごみのリサイクルの推進】

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

啓発

周知

検討

検討

検討

民間事業者の取組を促進

回収実施方法の検討

回収ボックスの設置支援

イベント回収の実施

テレビ番組出演等広報

新たな回収方法等の検討

民間事業者の取組を促進

新たな回収方法等の検討

検討・実施

啓発

協議 アプリ公開・情報発信

周知
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

中間見直し後

・選別施設内に障害者用の作業スペースを設け、令和3年11
月から、受託会社が障害者雇用によるペットボトルのキャップ
やラベルはがし等の作業を開始した。

実
績

計
画

（
当
初

）

・市ホームページ等で広報し、各施設、事前予約制で見学を
受け入れた。

実
績

・市ホームページ等で広報し、各施設、事前予約制で見学を
受け入れた。

12 ○市や民間のごみ処理施
設等の見学の促進
・市や民間のごみ処理施設
の見学促進による環境意識
の向上

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・町内会等を対象とした環境講座を25回実施した。

・地域や事業所等で行われている自主的な環境学習の取組
等に対し、啓発用パネルや物品等を貸し出した。

・ごみ減量啓発DVD「ごみの減量とリサイクル」を市民に貸し
出すとともに、広く市民が閲覧できるようにYouTubeに公開し
た。

実
績

・町内会等を対象とした環境講座を8回実施した。

・地域や事業所等で行われている自主的な環境学習の取組
等に対し、啓発用パネルや物品等を貸し出した。

・ごみ減量啓発DVD「ごみの減量とリサイクル」を市民に貸し
出すとともに、広く市民が閲覧できるようにYouTubeに公開し
た。

11 ○出前環境講座の実施
・地域、学校等における体
験学習などを取り入れた出
前環境講座の実施
・地域や事業所等で行われ
ている自主的な環境学習の
取組等への啓発用パネル
や物品等の貸出・提供

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・小学生向け補助教材「わたしたちと環境」について、掲載内
容を更新するとともに、各小学校へ周知した。

・小学生向け副読本「ごみのおはなし」を作成・配布した。

実
績

・小学生向け補助教材「わたしたちと環境」について、掲載内
容を更新するとともに、各小学校に周知した。

・小学生向け副読本「ごみのおはなし」を作成・配布した。

・広島市ホームページで公開しているキッズサイト「エコライフ
にちょうせん」と活動プログラム（子どもたちがごみや環境に
ついて考え、行動を促すプログラム）を見直し、更新した。

【市民の環境意識の向上】

10 ○教育部局と連携した環境
教育の推進
・教育委員会等と連携し、教
育現場の意見を取り入れた
環境教育の取組の検討

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・引き続き、受託会社が障害者雇用によるペットボトルの
キャップやラベルはがし等の作業を行っている。
・排出者である市民の分別の意識の向上を図るため、選別施
設の見学を積極的に誘致し、見学の件数・人数とも前年を上
回った。

9 ○ペットボトル等のリサイク
ル率向上
・ペットボトル等のリサイク
ル率向上に向けた新たな取
組の検討

計
画

（
見
直
し
後

）

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

教育現場の意見聴取、取組の検討

「わたしたちの環境」作成・周知

「ごみのおはなし」配布

講座実施・啓発物品貸出

講座実施、

啓発物品貸出

見学の広報・実施

見学の広報・実施

検討 実施

教育現場の意見聴取、

取組の検討

見学の広報・実施

関係施設等

との協議・予

算化

講座の実施

啓発物品貸出

障害者雇用によ

る、リサイクル作

業の実施

ホームページの見直し・更新

令和３年度 令和４年度

件数 ８件 ２５件

人数 １３９人 ３３３人

見学者数 （単位：人）
施設名 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

中工場 9,283 8,565 10,295 8,907 8,962 3,296 5,516 10,949
南工場 945 426 557 524 557 260 160 370
安佐南工場 2,816 3,241 3,793 2,790 3,403 709 603 1,609
安佐北工場（※１） 138 323 123 261 0 0 0 0
玖谷埋立地（※２・３） 3,027 3,603 2,997 2,876 3 174 0 0
西部リサイクルプラザ 18,427 18,390 18,010 17,984 18,019 13,221 13,618 18,672
北部資源選別センター 2,633 3,333 3,110 2,933 2,776 325 0 1,274

合計 37,269 37,881 38,885 36,275 33,720 17,985 19,897 32,874
※１　平成31年4月に稼働を停止し、令和4年12月から再稼働している。
※２　令和元年度は小学生の受入れを中止した。
※３　令和3年度から受入れを中止している。
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イ　事業ごみ対策

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

【事業者のコスト負担の適正化】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和3年
度に引き続き、令和4年度もダンピング検査を実施しなかっ
た。

中間見直し後

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況
実施スケジュール

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

計
画

（
見
直
し
後

）

施策

実
績

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年
度に引き続き、令和3年度もダンピング検査を実施しなかっ
た。

16 ○事業系紙ごみの市焼却
施設への搬入規制
・平成16年度から実施して
いる資源化可能な事業系紙
ごみの市焼却施設への搬
入規制を強化し、収集運搬
事業者及び排出事業者を
指導

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・大規模事業所については、事業系一般廃棄物減量化計画
書が未提出となっている事業所を訪問した。
　　また、ローラー作戦については、大規模事業所訪問を行っ
た際に、近隣の事業所を訪問した。

訪問実施件数　大規模事業所２４６件　　　　ローラー作戦１６
７件

実
績

・「食品ロスの削減」の観点から、事業系生ごみの排出が多い
スーパーマーケット、百貨店及び食品製造工場を訪問対象と
して選定した。特に、食品リサイクルやフードバンクの活用な
どに注目し、啓発・指導を行った。
　※　訪問件数：154件

【事業ごみの減量、リサイクルに関する指導】

15 ○多量排出事業者への指
導
・大規模事業所における事
業ごみの減量、リサイクル
について指導
・中小事業所に対して、業種
やエリア等を選定し、重点
的に啓発活動を行うロー
ラー作戦の実施
・「事業系一般廃棄物の減
量・リサイクルガイドライン」
を配布・広報し、事業者のご
みの分別、リサイクルを促
進

計
画

（
当
初

）

・政令指定都市及び県内市町の事業ごみ処分手数料につい
て調査を行った。

実
績

・政令指定都市及び県内市町の事業ごみ処分手数料につい
て調査を行った。

14 ○事業ごみ処分手数料の
見直し
・ごみ処理費用等を勘案し、
固形状一般廃棄物処分手
数料等の見直しについて検
討

　

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・指定袋を用いた事業ごみの排出が概ね定着しており、引き
続き適切な排出が行われるよう周知徹底を図る。

実
績

・指定袋を用いた事業ごみの排出が概ね定着しており、引き
続き適切な排出が行われるよう周知徹底を図る。

13 ○事業ごみ有料指定袋制
度の継続実施
・平成17年度に導入した有
料指定袋制度を継続し、排
出事業者責任の徹底を図る
ことによる事業ごみの減量・
リサイクルの推進

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

随時見直しを検討

検討

一部見直し

有料指定袋制度実施

有料指定袋制度実施

有料指定袋制度実施

訪問・指導

対象拡大検討

訪問指導

訪問指導・啓発・広報

搬入規制、違反者への指導

搬入規制、

違反者への指導

搬入規制、

違反者への指導

検討

他都市調査

4



ウ　食品ロス削減

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

・市ホームページ等へ「食べ残しゼロ推進協力店」及び「食品
ロス削減協力店」の店舗情報を掲載し、積極的に外部へ情報
を発信することにより、事業者の食品ロス削減に対する啓発
を行った。
※食べ残しゼロ推進協力店については、令和５年３月に食品
ロス削減協力店へ統合

・市ホームページにより、食品関連事業者に近隣市町の食品
リサイクル施設を紹介した。

・市民及び事業者の自主的な取組を推進するため、市民・事
業者・行政の三者協働による食品ロス削減キャンペーン「スマ
イル！ひろしま」を実施した。

①飲食店等を対象とした「食べ残しゼロ推進協力店」及び食
品小売店を対象とした「食品ロス削減協力店」の募集・登録を
し、市ホームページにおいて店舗情報を公開した。
　 ※食べ残しゼロ推進協力店については、令和５年３月に食
品ロス削減協力店へ統合
 　※令和５年３月時点登録店舗数
　　　 「食品ロス削減協力店」：660店舗

②食品ロス削減イベントを開催するとともに環境イベント等に
出展した。
 　食品ロス削減月間において、食品ロス削減に関するポス
ターを掲示した。

③市内の大学等と協働し、学生等が考案したエコクッキング
レシピを市ホームページに掲載するとともに、学生が講師とな
りエコクッキング教室を3回開催した。
　 また、学生が考案したエコクッキングレシピを紹介する動画
を、学生が作成し、市ホームページに掲載した。
 　学生が主体で実施するフードドライブについて本市HP等で
広報を行った。

④栄養士によるエコクッキング教室を開催した。
　 ※令和4年度実績：年5回市内公民館で実施

⑤段ボール等を使用した生ごみの堆肥化について講習会を
開催した。
　　※令和4年度実績：年4回市内公民館で実施

⑥食品ロス削減協力店において、商品棚等に「てまえどり」を
呼びかけるポップを掲示する「てまえどり運動」を実施した。

⑦スーパーマーケットの店頭で、買い物客に食品ロス削減の
取組を呼び掛ける「ごみ減らそうデー」を７回実施した。

中間見直し後

令和４年度の実施状況

・市ホームページにより、食品関連事業者に近隣市町の食品
リサイクル施設を紹介した。

・「食品リサイクル・ループ」の認知度向上に向け、PR用の本
市オリジナルのロゴの作成やこのロゴを使用したポップやチ
ラシを作成し、事業者に提供した。また、町内会を通じて配布
するチラシやひろしま市民と市政にもこの取組を掲載した。

【家庭系生ごみの減量】

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

令和３年度の実施状況

実
績

・市ホームページにより、食品関連事業者に近隣市町の食品
リサイクル施設を紹介した。

・広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会に参加するスー
パーマーケットなどの食品関連事業者に対し、食品リサイク
ルや食品リサイクル・ループの取組状況について調査を行う
とともに、調査をきっかけとして食品関連事業者との情報共有
や連携の度合いを更に高め、食品ロスや食品廃棄物を削減
するための施策を積極的に展開していきたい旨の考えを伝え
た。

【事業系生ごみのリサイクルの推進】

19 ○食品ロスの循環利用シス
テムの構築
・手つかず食品等の食品ロ
スについて、リサイクル技術
の研究やモデル事業の実
施などを行い、飼料や堆肥
等として活用される、循環型
の事業システムの構築を検
討

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

実
績

・市ホームページ等へ「食べ残しゼロ推進協力店」及び「食品
ロス削減協力店」の店舗情報を掲載し、積極的に外部へ情報
を発信することにより、事業者の食品ロス削減に対する啓発
を行った。

・市ホームページにより、食品関連事業者に近隣市町の食品
リサイクル施設を紹介した。

【事業系生ごみの減量】

18 ○食べ残しゼロ推進協力店
及び食品ロス削減協力店
制度による食品ロスの削減
・食品リサイクル法の周知を
図り、スーパーマーケットや
外食産業など食品関連事
業者の食品廃棄物の排出
抑制やリサイクルを推進

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

実
績

・市民及び事業者の自主的な取組を推進するため、市民・事
業者・行政の三者協働による食品ロス削減キャンペーン「スマ
イル！ひろしま」を実施した。

①飲食店等を対象とした「食べ残しゼロ推進協力店」及び食
品小売店を対象とした「食品ロス削減協力店」の募集・登録を
し、市ホームページにおいて店舗情報を公開した。
　※令和4.4.1登録店舗数
　　　「食べ残しゼロ推進協力店」：261店舗
　　　「食品ロス削減協力店」：425店舗

②食品ロス削減月間において、食品ロス削減に関するポス
ターを掲示した。

③市内の大学等と協働し、学生等が考案したエコクッキング
レシピを市ホームページに掲載するとともに、学生が講師とな
りエコクッキング教室を開催した。
　 また、学生が考案したエコクッキングレシピを紹介する動画
を、学生が作成し、市ホームページに掲載した。

④栄養士によるエコクッキング教室を開催した。
　※令和3年度実績：年3回市内公民館で実施

⑤段ボールを使用した生ごみの堆肥化について講習会を開
催した。
　※令和3年度実績：年5回市内公民館で実施

⑥10月の食品ロス削減月間から、食品ロス削減協力店にお
いて、商品棚等に「てまえどり」を呼びかけるポップを掲示す
る「てまえどり運動」を実施した。

17 ○食品ロス削減キャンペー
ン「スマイル！ひろしま」の
推進
・市民・事業者・行政の三者
協働による食品ロス削減運
動の実施
・エコクッキングの推進
・家庭系生ごみリサイクル講
習会の実施
・学生等と連携したごみ減
量等活動の推進
・イベントと連携した食品ロ
ス削減の普及啓発の推進

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

イベント実施、募集・掲載

実施

周知

技術研究、モデル事業実施、システム構築

ホームページ掲載

情報収集等

検討

技術研究、モデル事業

実施、システム構築

モデル事業実施

協力店募集・登録・ＰＲ

食品リサイクル法の周知

食品廃棄物の排出抑制及

びリサイクル推進

周知
協力店募集・登録・ＰＲ

食品廃棄物の排出抑制及

びリサイクル推進

調査及び

食品関連

事業者と

の連携模

索

イベント等の実施

協力店の募集・登録・PR

店頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施

ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ実施･ﾚｼﾋﾟ作成検討

④

⑦

ｴｺｸｯｷﾝｸﾞ教室開催

⑤

栄養士によるｴｺｸｯｷﾝｸﾞ教室開催

⑥

生ごみリサイクル講習会開催

③

②

「てまえどり運動」の実施

①

5



エ　国等への働きかけ

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

中間見直し後

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

・国への要望を継続して行った。
➢（公社）全国都市清掃会議　令和4年要望「適正処理困難
廃棄物対策の促進に関する要望」
➢大都市環境保全主管局長会議　令和5年度国家予算に関
する提案「拡大生産者責任の考え方による処理困難な一般
廃棄物の適正な処理・リサイクルを促進するための措置」
➢全国環境衛生・廃棄物関係課長会　令和5年度要望「廃棄
困難物に係る法整備等について」

・国への要望を継続して行った。
➢（公社）全国都市清掃会議　令和3年要望「適正処理困難
廃棄物対策の促進に関する要望」
➢大都市環境保全主管局長会議　令和4年度国家予算に関
する提案「拡大生産者責任の考え方による処理困難な一般
廃棄物の適正な処理・リサイクルを促進するための措置」
➢全国環境衛生・廃棄物関係課長会　令和4年度要望「廃棄
困難物に係る法整備等について」

・国への要望を継続して行った。
➢（公社）全国都市清掃会議　令和4年要望「リサイクル関連
法の推進に関する要望」
➢大都市環境保全主管局長会議　令和5年度国家予算に関
する提案「容器包装リサイクルの円滑かつ適正な推進」

・国への要望を継続して行った。
➢（公社）全国都市清掃会議　令和4年要望「家電リサイクル
等の円滑な推進について」
➢大都市環境保全主管局長会議　令和5年度国家予算に関
する提案「家電リサイクルの円滑かつ適正な推進」、「小型家
電リサイクルの円滑かつ適正な推進」

実
績

事
業
番
号

実
績

実
績

・国への要望を継続して行った。
➢（公社）全国都市清掃会議　令和3年要望「リサイクル関連
法の推進に関する要望」
➢大都市環境保全主管局長会議　令和4年度国家予算に関
する提案「容器包装リサイクルの円滑かつ適正な推進」

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

・国への要望を継続して行った。
➢（公社）全国都市清掃会議　令和3年要望「発生抑制・再使
用を優先させる新たな仕組み」

23 ○ごみを生まない製品開発
等の促進
・拡大生産者責任に基づく
ごみの減量、リサイクルが
可能な製品への切替え、ご
みにならないような製品開
発の必要性、本市と連携し
た取組についての製造業界
等への働きかけ

計
画

（
当
初

）

22 ○廃乾電池、廃蛍光灯等
の販売店を通じた回収シス
テムの促進
・拡大生産者責任による適
正処理を推進するための国
や業界団体への働きかけ

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・国への要望を継続して行った。
➢（公社）全国都市清掃会議　令和4年要望「発生抑制・再使
用を優先させる新たな仕組み」

実
績

21 ○容器包装リサイクルの促
進
・自治体と事業者の役割分
担の見直しや品目拡大など
の国や業界団体への働き
かけ

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・国への要望を継続して行った。
➢（公社）全国都市清掃会議　令和3年要望「家電リサイクル
等の円滑な推進について」
➢大都市環境保全主管局長会議　令和4年度国家予算に関
する提案「家電リサイクルの円滑かつ適正な推進」、「小型家
電リサイクルの円滑かつ適正な推進」

【国や業界団体への働きかけ】

20 ○資源有効利用促進法、
家電リサイクル法に基づく
メーカー回収の促進
・家電製品等について、法
律に基づくリサイクルシステ
ムによる回収を促進
・家電リサイクル料金前払
い方式の導入や品目拡大
などの国や業界団体への
働きかけ

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

働きかけ

索

6



オ　その他の取組

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

【市民、事業者への広報の拡充】

・家庭系及び事業系可燃ごみ組成分析調査を実施した。
　※　家庭系：中工場(11/16)、安佐南工場(12/7)
　　 　事業系：中工場(11/17)、安佐南工場(12/8)

26 ○ごみ組成分析調査
・ごみの組成分析調査を実
施し、可燃ごみに含まれる
食品ロス等の実態把握を行
うことによる施策効果の検
証、対応策の検討

中間見直し後

・令和4年度広島市役所グリーン購入ガイドラインを策定し
た。

・令和2年度広島市役所グリーン購入実績を市のホームペー
ジに掲載し、令和3年度第1回広島市環境調整会議幹事会
（書面開催）にて報告した。

【グリーン購入の推進】

27 ○グリーン購入の推進
・市が率先して環境に配慮
した製品・サービスの購入
（グリーン購入）を推進し、
需要を高めることによる、持
続的発展が可能な社会構
築の推進

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

実
績

・家庭系及び事業系可燃ごみ組成分析調査を実施した。
　※　家庭系：中工場(7/26、12/13)、安佐南工場(7/12、
11/29)
　　 　事業系：中工場(7/22、12/16)、安佐南工場(7/13、
11/30)

【調査・研究等】

25 ○新たなリサイクル技術の
調査・研究
・生ごみや紙ごみ、せん定
枝、草、焼却灰等に関する
新たなリサイクル技術や処
理技術についての情報を収
集・研究
・ディスポーザーなどの新た
な技術の調査

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

令和３年度の実施状況

計
画

（
見
直
し
後

）

・令和5年度広島市役所グリーン購入ガイドラインを策定し
た。

・令和3年度広島市役所グリーン購入実績を市のホームペー
ジに掲載し、令和4年度第2回広島市環境調整会議幹事会
（書面開催）にて報告した。

実
績

・環境保全功労者等環境大臣表彰
各課及び関係団体へ清掃事業者等表彰の推薦を依頼し、表
彰式を実施した。
　※　表彰件数　個人1件、団体1件
・ごみ減量優良事業者表彰
本表彰は隔年で開催している。前回は令和３年度に表彰を
行ったため、令和４年度は表彰を行っていない。

実
績

・環境保全功労者等環境大臣表彰
各課及び関係団体へ清掃事業者等表彰の推薦を依頼し、表
彰式を実施した。
　※　表彰件数：個人4件

・ごみ減量優良事業者表彰
大規模事業者訪問を行った事業者のうち、ごみの減量・資源
化に係る積極的な取組が見られ、食品残渣を食品リサイクル
施設に搬入しリサイクルするとともに、食品ロス削減の取組が
顕著な事業者を表彰した。
　※　表彰件数：2件

【表彰】

28 ○表彰の実施
・ごみの減量・リサイクルに
ついて、他の模範となるよう
な取組を行っている事業者
の表彰
・国や県、市などの表彰制
度を活用した自主的な活動
に対する意欲向上の推進

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

計
画

（
見
直
し
後

）

令和４年度の実施状況

計
画

（
見
直
し
後

）

・情報収集に努めており、リサイクル推進の方策を検討する
際の材料としている。

・情報収集に努めており、リサイクル推進の方策を検討する
際の材料としている。

実
績

計
画

（
当
初

）

計
画

（
当
初

）

・これまでの情報発信を引き続き行うとともに、「ごみの減量・
リサイクルBook」の配布や、広島市公式LINEを用いた「家庭
ごみ収集日の通知」を実施した。

・広島市観光ホテル旅館組合に所属するホテル・旅館におい
て、塗り箸の利用やアメニティの必要数のみの提供といった
取組を行った。

実
績

・これまでの情報発信を引き続き行うとともに、新たに、「ごみ
の減量・リサイクルBook」の作成・配布や、広島市公式LINEを
用いた「家庭ごみ収集日の通知」を開始した。

・広島市観光ホテル旅館組合に所属するホテル・旅館におい
て、塗り箸の利用やアメニティの必要数のみの提供といった
取組を行った。

24 ○ごみの減量、リサイクル
の推進に関する広報の拡
充
・市広報紙や広報番組等を
活用し、ごみの減量・リサイ
クルに関する情報を発信
・来広者に対する環境にや
さしいライフスタイルの提案

計
画

（
当
初

）
情報発信

情報発信

情報収集・研究

情報収集等

調査

調査

情報収集・調査研究

推進

推進

表彰

表彰

表彰

調査

推進

情報発信
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(2)　安定的なごみ処理体制の確保

　ア　焼却施設の整備等

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

　イ　最終処分場の整備等

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

中間見直し後

中間見直し後

○玖谷埋立地の運営
・玖谷埋立地（令和４年度初頭に埋立
終了予定）の運営に万全を期す。
・玖谷埋立地の跡地については、地元
の意向を踏まえた上で、様々な可能性
を模索し、より有効な利用方法を検討
する。

計
画

（
当
初

）

実
績

計
画

（
見
直
し
後

）

・埋立地本体工事及び浸出水処理施設等建設工事等が
完了した。
・令和3年8月11日からの大雨により、被災した広島湯来
線について、復旧工事及び安全対策工事に着手した。
・供用開始時期については、広島湯来線の復旧工事及
び安全対策工事の完了見込みである令和６年度末頃に
見直した。

・大規模改修工事を実施した（工期：令和2～4年度）。

31

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

29 ○南工場の建替え
・焼却炉等の老朽化が進行している南
工場を、令和10年度の稼働開始を目指
して建て替える。

計
画

（
当
初

）

実
績

・令和3年8月11日からの大雨により、ごみ搬入車両の搬
入路であり、埋立地からの浸出水放流管を道路下に敷
設している広島湯来線の一部区間が被災したため、令和
4年度初頭としている供用開始時期について、見直さざる
を得ない状況となった。

・大規模改修工事を実施した（工期：令和2～4年度）。

・玖谷埋立地の延伸に向けて、地元や関係所管課と協議
を行った。

実施スケジュール

32 ○恵下埋立地（仮称）の整備・運営
・令和4年度初頭からの新規最終処分
場として、恵下埋立地（仮称）の整備を
着実に進める。
・埋立量を削減することにより、恵下埋
立地（仮称）において、計画どおり、約
30年間の受入れを行うとともに、災害発
生時のための予備容量を確保する。

実
績

計
画

（
当
初

）

○　中工場の大規模改修工事
・平成29年度に策定した長寿命化総合
計画に基づき、大規模改修工事（令和
元年度～令和4年度）を実施する。

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

令和３年度の実施状況

計
画

（
見
直
し
後

）

・南工場建替事業に係る環境影響評価を実施し、事業者
選定に着手した。
　※ 今後のスケジュール：
　　　令和4年度　　　　環境影響評価、事業者選定等
　　　令和5～10年度  現工場解体・建設工事
　　　令和10年度　　　 新工場稼働開始

計
画

（
見
直
し
後

）

・玖谷埋立地の延伸に向けて、地元や関係所管課と協議
を行い、地元町内会との合意書を締結した。

施策の内容・実施状況

施策

【最終処分場の整備等】

30

令和４年度の実施状況

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

【焼却施設の整備等】

事
業
番
号

実
績

・南工場建替え事業に係る環境影響評価を実施し、事業
者選定を実施した。
※　今後のスケジュール
　　　令和5～10年度　現工場解体・建設工事
　　　令和10年度　　　 新工場稼働開始

施設規模等の検討、

環境影響評価等

0
現地建替

稼働

開始

方針決定 基本計画策定

設計・改修工事長寿命化の検討

環境影響評価

精密機能検査

長寿命化計画

策定等 実施設計

継続稼働

跡地利用検討

埋立
埋立終了（時期未定）

埋立地運営

整備

埋立開始

埋立（約30年間）

整備

環境影響評価等

解体・建設工事

稼働開始

事業者選定

大規模改修工事 継続稼働

Ｒ元年度～

大規模改修工事

埋立終了

跡地利用検討

埋立

跡地利用検討

埋立（約30年間）

埋立開始

整備

延伸に向けた協議
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　ウ　その他施設の整備等

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

　エ　大規模災害に備えたごみ処理体制の構築

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

　オ　ごみの広域処理体制の構築

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

中間見直し後

中間見直し後

中間見直し後施策の内容・実施状況

・引き続き、安芸太田町の一般廃棄物（可燃ごみ）を本市
の処理施設で受け入れ、処理を行った。

・整備計画基本構想の策定を実施した。

・平時からの備えとして作成した、災害時における片付け
ごみの排出方法や危険物の取扱いに関することなどを
記載した市民向けの啓発用チラシについて、区役所等の
関係部署に窓口への設置を依頼するなど、周知を図っ
た。

・災害廃棄物処理に係る対応能力の向上を目的とした県
主催の研修に参加した。

・令和3年8月大雨により発生した災害廃棄物の処理に当
たっては、実際に「広島市災害廃棄物処理計画」に基づ
き対応を行った。

・当協議会に出席し、中国ブロックにおける災害廃棄物
対策について情報共有を行うとともに、大規模災害時の
廃棄物対策に関する連携等について協議・検討を行っ
た。

・安芸太田町の一般廃棄物（可燃ごみ）を本市の処理施
設で受け入れ、処理を行った。
　※　令和3年8月26日～　安佐南工場の稼働再開に
　　　　　　　　　　　　　　　　　併せて、受入れを再開

【その他施設の整備等】

33 ○安佐南工場大型ごみ破砕処理施設
の更新
・平成4年に稼働開始し、老朽化が進行
している安佐南工場大型ごみ破砕処理
施設について、基幹設備の更新又は施
設の建替えを検討し、整備する。

計
画

（
当
初

）

事
業
番
号

実施スケジュール

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

36 ○中国ブロックにおける連携等の検討
・「災害廃棄物対策中国ブロック協議
会」において、中国ブロックにおける災
害廃棄物対策について情報共有を行う
とともに、大規模災害時の廃棄物対策
に関する連携等について検討する。

　

計
画

（
当
初

）

○災害に対応したごみ処理体制の構
築
・令和2年3月に策定した「広島市災害
廃棄物処理計画」に基づき、大規模災
害時においても迅速かつ適切に対応で
きるごみ処理体制の構築を進める。

計
画

（
当
初

）

35

実
績

37 ○ごみの広域処理体制の構築
・ごみの広域処理体制の構築を推進
し、近隣の自治体からごみ処理の要請
があった場合、本市のごみ処理能力の
範囲内においてごみの受入れ及び適
正処理を検討する。

　

 

施策

計
画

（
見
直
し
後

）

計
画

（
見
直
し
後

）

実
績

【大規模災害に備えたごみ処理体制の構築】

計
画

（
見
直
し
後

）

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

 

実
績

施策
実施スケジュール

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

・本施設の廃止について、地元への説明の後、8月に市
広報紙へ掲載するなどにより周知した。

・令和3年11月30日をもって、せん定枝の受け入れを終了
し、令和4年3月31日付で本施設を廃止した。

・整備計画基本構想の策定に着手した。
　※　令和4年度～　整備計画基本構想を策定し、
　　　　　　　　　　　　　更新の方針について検討

34 ○植木せん定枝リサイクルセンターの
あり方の検討
・玖谷埋立地の埋立終了までの操業期
間となっていることから、現在地以外で
の移転整備等の検討を行ったが、適当
な移転先がないなど、施設の操業継続
が困難であるため、令和3年度末で本
施設を廃止する。

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

・当協議会に出席し、中国ブロックにおける災害廃棄物
対策について情報共有を行うとともに、大規模災害時の
廃棄物対策に関する連携等について協議・検討を行っ
た。

・平時からの備えとして作成した、災害時における片付け
ごみの排出方法や危険物の取扱いに関することなどを
記載した市民向けの啓発用チラシについて、区役所等の
関係部署に窓口への設置を依頼するなど、周知を図っ
た。

・災害廃棄物処理に係る対応能力の向上を目的とした県
主催の研修に参加した。

・令和3年8月大雨により発生した災害廃棄物の処理の経
験や、関係法令の変更などを踏まえ、「広島市災害廃棄
物処理計画」の改定を行った。

令和３年度末で施設廃止

実
績

体制の見直し

協議会開催・検討

協議会等への参加・検討

基幹設備更新又は建替えの検討、整備

中期整備計画検討

施設のあり方の検討

リサイクル誘導策の検
討・実施

リサイクル実施

廃止を

前提と

して検

討

基幹設備更新又は建替え

の検討・整備

あり方の検討

廃止に向けた周知・準備

廃止廃止

あり方の検討

体制の構築

協議会開催・検討

精密機能検査

基幹設備更新又は建替えの検討

整備計画基本

構想の策定

廃止

地元説明、周知

体制の構築

検討・協議

体制の見直し

マニュアル策定

広島市災害廃棄物処理計画の策定

計画の改定
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(3)　分別区分・収集運搬体制の再構築

　ア　分別区分等の見直し

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

　イ　収集運搬体制の再構築

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

中間見直し後

中間見直し後

・ごみ収集運搬業務の民間委託化を進めるにあた
り、民間事業者に勤務する従業員を行政実務研修
員として本市に受け入れる人事交流（受入）事業を
開始した。

・収集運搬業務委託の契約方法の見直しについ
て、引き続き検討を行った。

・ごみステーションの管理用具の貸与制度及びご
みボックス購入等に対する補助制度を実施した。
　※　令和４年度実績：
　　・ごみステーションの管理用具の無償貸与
　　　≪貸与先・箇所数≫
　　　　176団体、ごみステーション203か所
　　　≪貸与数量≫
　　　　ごみ収集枠：272台、防水シート：4枚、
　　　　カラスよけネット：9枚
　　・ごみボックスの購入、製作又は修理に対する
　　　補助金交付
　　　≪交付先・箇所数≫
　　　　43団体、ごみステーション51か所
　　　≪補助数量≫
　　　　ごみボックス：54台、補助金額：2,454千円
　　　　（※補助限度額：5万円/台）

【分別区分等の見直し】

・南工場における安全稼働が確認できず、全市的
な対応が困難であることから、分別区分の統合は
当面行わないこととした。

・また、令和3年6月に制定されたプラスチック資源
循環法では、これまでの容器包装プラスチックに
加え、製品プラスチック（「その他プラ」に含まれ
る。）についてもリサイクル可能とする仕組みが設
けられたことから、国開催の説明会に参加するな
ど、情報収集を行った。

・南工場における安全稼働が確認できず、全市的
な対応が困難であることから、有料指定袋の統合
は当面行わないこととした。

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

41 ○　ごみ置き場のステーション化
・ごみステーションの管理用具の貸与及
びごみボックス購入等に対する補助を
実施するとともに、地域コミュニティ再生
の取組とも連携しながら、ごみ置き場の
ステーション化を推進し、収集運搬の効
率化を促進する。

実
績

実
績

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

【収集運搬体制の再構築】

・今後の技能業務職員採用計画を含め、ごみ収集
体制の見直しを行った。

・ごみ収集運搬業務の民間委託化を進めるにあた
り、民間事業者に勤務する従業員を本市に受け入
れる、人事交流について検討を行った。

・収集運搬業務委託については、評価対象期間を
見直すとともに、契約方法見直しについて引き続
き検討を行った。

計
画

（
見
直
し
後

）

39 ○事業系「プラスチックごみ」焼却化に
伴う事業ごみ有料指定袋の統合
・事業系プラスチックごみの焼却化によ
るサーマルリサイクルの実施に伴い、
事業系プラスチック指定袋の可燃ごみ
指定袋への統合を検討する。

38 ○家庭系「その他プラ」の「可燃ごみ」
への統合
・現在、家庭ごみの「その他プラ」と「可
燃ごみ」は別々に分別収集しているが、
分別する手間の軽減や収集運搬の効
率化の観点から、その他プラの可燃ご
みへの統合を検討する。

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

・南工場及び安佐北工場における安全稼働が確
認できず、全市的な対応が困難であることから、分
別区分の統合は当面行わないこととしているが、
南工場の建替えを今後予定していること、また、令
和4年4月に施行されたプラスチック資源循環法で
は、これまでの容器包装プラスチックに加え、製品
プラスチック（現在「その他プラ」に含まれる。）につ
いてもリサイクル可能とする仕組みが設けられた
ことから、必要な情報収集を行うとともに、今後の
対応方針についての検討を行った。

・南工場及び安佐北工場における安全稼働が確
認できず、全市的な対応が困難であることなどか
ら、有料指定袋の統合（可燃ごみ指定袋への統
合）は当面行わないこととしているが、プラスチック
資源循環法の趣旨を踏まえ、今後の検討に向け、
情報収集を行った。

計
画

（
見
直
し
後

）

40 ○　収集運搬体制の再構築
・災害発生時における収集体制の確保
など、直営収集が果たす役割を整理し
た上で、収集運搬業務の民間委託化の
拡大などにより効率化を進める。
・収集運搬業務委託の契約方法の見直
しによる収集運搬業務の確実な履行を
促進する。

計
画

（
当
初

）

実
績

計
画

（
見
直
し
後

）

計
画

（
当
初

）

計
画

（
当
初

）

実
績

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

・ごみステーションの管理用具の貸与制度及びご
みボックス購入等に対する補助制度を実施した。
　※　令和3年度実績：
　　・ごみステーションの管理用具の無償貸与
　　　≪貸与先・箇所数≫
　　　　225団体、ごみステーション247か所
　　　≪貸与数量≫
　　　　ごみ収集枠：289台、防水シート：13枚、
　　　　カラスよけネット：17枚
　　・ごみボックスの購入、製作又は修理に対する
　　　補助金交付
　　　≪交付先・箇所数≫
　　　　55団体、ごみステーション67か所
　　　≪補助数量≫
　　　　ごみボックス：67台、補助金額：3,109千円
　　　　（※補助限度額：5万円/台）

事業系プラスチックごみ焼却化
検討・周知

サーマルリサイクル実施

指定袋統合検討

情報収集・検討

検討

管理用具貸与・ごみボックス補助

評価制度導入
一部随意契約の導入

契約方法見直し検討

検討

情報収集・検討

サーマルリサイクル実施

指定袋統合の検討

事業系「プラスチックごみ」
焼却化

契約方法見直し検討

契約方法見直し検討

貸与・補助制度の実施

貸与・補助制度の実施
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

　ウ　資源ごみ持ち去りの防止

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

　エ　ごみ出し支援の推進

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
～

R10
～

R20

中間見直し後

中間見直し後

中間見直し後

施策
実施スケジュール

43 ○　資源ごみの持ち去り行為防止対策
の実施
・資源ごみの持ち去り行為により、ごみ
の散乱や持ち去り車両の危険な走行行
為などの事例が発生しており、市民の
生活環境を保全するため、広島県警と
連携した持ち去り行為防止対策を検討
し、実施する。

計
画

（
当
初

）

計
画

（
見
直
し
後

）

実
績

施策
実施スケジュール

【ごみ出し支援の推進】

44 ○　福祉部局と連携したごみ出し支援
の検討
・今後、高齢化や核家族化の進行に
よって、ごみの排出が難しくなる世帯の
増加が予想されるため、支援が必要な
市民が利用できるごみ出し支援制度
を、福祉部門と連携して検討し、実施す
る。

計
画

（
当
初

）
・地域包括支援センターを対象に高齢者等に対す
るごみ出し支援に係るアンケートを実施し、高齢者
等に対するごみ出し支援の実態把握に努めた。

・地域包括ケア推進課や障害自立支援課等、関係
課と協議を行うとともに、制度化に向けた検討を
行った。

・環境事業所でのごみ出し支援の実態確認を行っ
た。

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

計
画

（
見
直
し
後

）

計
画

（
見
直
し
後

）

計
画

（
当
初

）

実
績

・令和３年度に続き、高齢福祉部各課、コミュニティ
再生課等、関係課と協議を行い、制度化に向けた
検討を行った。
・環境事業所でのごみ出し支援の実態確認を行っ
た。

・休日開場の試行を行った後、令和4年8月から本
運用として月に1回程度の休日開場を行った。

・「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」が施行
（令和3年10月1日）されたことに伴い、資源ごみ持
ち去り防止パトロールや指導等を実施した。
　※　資源ごみ持ち去り防止パトロール実施（2台）
　　　 条例施行前の発見件数　122件
　　 　条例施行後の発見件数　　 1件
　※　条例に基づく文書指導等
　　　 文書指導　6件、禁止命令　 1件

・持ち去り禁止看板を配布した（約6,000枚）。

・「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づ
き、資源ごみ持ち去り防止パトロールや指導等を
実施した。
　※　資源ごみ持ち去り防止パトロール実施（2台）
　　　 条例施行前の発見件数　122件
　　 　条例施行後の発見件数　　12件
　※　条例に基づく文書指導等
　　　 文書指導　2件、禁止命令　 2件

・持ち去り禁止看板を配布した（約6,000枚）。

【資源ごみ持ち去りの防止】

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

42 ○　大型ごみの自己搬入における休日
開場の実施と交通渋滞の発生抑制
・家庭系大型ごみを土日・祝日に自己
搬入したいとの市民からの要望への対
応や、安佐南工場大型ごみ破砕処理施
設への自己搬入車両の集中による交
通渋滞や待ち時間の解消のための方
策を検討し、実施する。

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

実
績

事
業
番
号

施策の内容・実施状況

施策
実施スケジュール

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

・大型ごみのストックヤード(一時預かり場所)につ
いて、地元協議を行った。

・広島市立大学と協力し開発した自己搬入予約シ
ステムの試験運用により、休日開場の試行を行っ
た（令和3年12月29日及び令和4年3月21日）。

【大型ごみ受入体制の改善】

検討・実施

検討

周知

実施準備

検討・実施

大型ごみストックヤード整備・協議

条例改正

実態確認・検討

実施

パトロール、指導等の実施

条例施行

自己搬入予約システムの開発・試験

運用

休日開場
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(4)　コストの削減

・引き続き、事業系「プラスチックごみ」については、主に安佐南工場で焼却
処分し、サーマルリサイクルを実施している。

・焼却処理施設である中工場について、長寿命化総合計画に基づく大規模
改修工事を実施した（工期：令和2～4年度）。

・令和2年度から実施している事業系プラスチックごみ及び産業廃棄物の受
入停止について、事業者への周知が徹底したため、埋立量が減少した。

・全国都市清掃会議を通じて国への要望を実施している。

・引き続き、事業系「プラスチックごみ」については、主に安佐南工場で焼却
処分し、サーマルリサイクルを実施している。

47 ○サーマルリサイクルの継続実施

【焼却コストの削減】

・全国都市清掃会議を通じて国への要望を実施している。

50 ○ごみ処理施設等の整備や廃止施設の解体
にかかる経費に可能な限り国の補助金等を活
用

【施設整備費・解体費の本市負担削減】

【施設整備費の削減】

・焼却処理施設である中工場について、長寿命化総合計画に基づく大規模
改修工事を実施した（工期：令和2～4年度）。

49 ○埋立量の削減による最終処分場の延命化

・令和2年度から実施している事業系プラスチックごみ及び産業廃棄物の受
入停止について、事業者への周知が徹底したため、埋立量が減少した。

48 ○老朽化施設の設備更新による延命化

・新型コロナウイルス感染症による影響を大きく受けた令和2年度に比べる
と、ごみの排出量は微増となった。

新型コロナウイルスの影響が少なくなったため、事業ごみが微増したが、家
庭ごみの排出量は減少し、ごみ全体の排出量は減少した。

事
業
番
号

施策

【ごみ処理コスト全体の削減】

45 ○ごみの減量、リサイクルによるごみ処理量
全体の削減

令和３年度の実施状況 令和４年度の実施状況

中間見直し後

【収集運搬コストの削減】

46 ○ごみ置き場のステーション化による収集運
搬の効率化

・ごみステーションの管理用具の貸与制度及びごみボックス購入等に対す
る補助制度を実施した。
　※　令和４年度実績
　　　・ごみステーションの管理用具の無償貸与
　　　　≪貸与先・箇所数≫176団体、ごみステーション203か所
　　　　≪貸与数量≫ごみ収集枠：272台、防水シート：4枚、
　　　　　　　 　　　　　カラスよけネット：9枚
　　　・ごみボックスの購入、製作又は修理に対する補助金交付
　　　　≪交付先・箇所数≫43団体、ごみステーション51か所
　　　　≪補助数量≫ごみボックス：54台、補助金額：2,454千円
　　　　　　　　　　　　（※補助限度額：5万円/台）

・ごみステーションの管理用具の貸与制度及びごみボックス購入等に対す
る補助制度を実施した。
　※　令和3年度実績
　　　・ごみステーションの管理用具の無償貸与
　　　　≪貸与先・箇所数≫225団体、ごみステーション247か所
　　　　≪貸与数量≫ごみ収集枠：289台、防水シート：13枚、
　　　　　　　 　　　　　カラスよけネット：17枚
　　　・ごみボックスの購入、製作又は修理に対する補助金交付
　　　　≪交付先・箇所数≫55団体、ごみステーション67か所
　　　　≪補助数量≫ごみボックス：67台、補助金額：3,109千円
　　　　　　　　　　　　（※補助限度額：5万円/台）

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
総排出量（ｔ） 371,937 371,336 371,962 366,095 370,065 371,137 373,213 357,105 358,794 353,523
家庭ごみ排出量（ｔ） 214,681 212,985 211,808 209,659 208,436 208,231 211,743 220,086 221,029 215,225
都市美化ごみ排出量（ｔ） 1,832 1,808 1,784 1,738 1,605 1,568 1,431 1,137 1,106 1,277
事業ごみ排出量（ｔ） 155,424 156,543 158,370 157,758 160,024 161,338 160,039 135,882 136,659 137,021
1人1日当たりのごみ排出量（ｇ） 859 856 854 841 848 850 853 819 826 817
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(5)　ごみのないきれいなまちづくりの推進

中間見直し後

【広島市環境美化功労者表彰の実施】
・環境美化のための清掃活動を続けている者又は団体等を表彰する広島市環境美化
功労者表彰の表彰対象者について各局・区及び関係団体へ推薦を依頼した。
・表彰式を2/2に実施し、個人22件及び団体30件（計52件）を表彰した。

【小・中学生の環境学習等の充実】
・市内の小・中学生を対象に、「広島のまちをきれいにすること」又は「ボランティア清掃
に関すること」のポスターを募集した（応募者数：1,155人）。
・9/28に審査会を実施し、市長賞9点、特選18点、入選19点、佳作145点、計191点と学
校奨励賞6校を決定し、表彰式を11/3に実施した。優秀作品を商業施設等で巡回展示
（巡回展示：表彰式～令和5年2月下旬）するとともに、優秀作品1点をポスターにし、各
公共施設、学校、バスの車内などに掲示した。

事
業
番
号

施策

55 ○表彰・啓発の実施

【広島市環境美化功労者表彰の実施】
・環境美化のための清掃活動を続けている者又は団体等を表彰する広島市環境美化
功労者表彰の表彰対象者について各局・区及び関係団体へ推薦を依頼した。なお表彰
式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和4年5月9日に延期した。
　※　表彰件数：個人38件、団体30件（計68件）

【小・中学生の環境学習等の充実】
・市内の小・中学生を対象に、「広島のまちをきれいにすること」又は「ボランティア清掃
に関すること」のポスターを募集した（応募者数：1,788人）。
・9/27に審査会を実施し、市長賞9点、特選17点、入選32点、佳作243点、計301点と学
校奨励賞9校を決定し、表彰式を11/3に実施した。優秀作品を商業施設等で巡回展示
（巡回展示：表彰式～令和4年2月上旬）するとともに、優秀作品1点をポスターにし、各
公共施設、学校、バスの車内などに掲示した。

【表彰・意識啓発】

【清掃美化活動の推進】

【不法投棄防止対策の推進】

53 ○河川・海岸等におけるご
みの清掃・回収

・クリーン太田川実行委員会による河川清掃を実施した（7月）。

令和３年度の実施状況

・クリーン太田川実行委員会による河川清掃を実施した（7月）。

【各種団体によるぽい捨て防止の啓発の推進】
・市民や企業等による環境美化への自主的、直接的な取組を推進するため、「ごみゼ
ロ・クリーンキャンペーン」を実施した。
　①拠点における清掃活動（6/5）：参加者数1,059人
　②地域における清掃活動（5/30～6/30）：参加者数4,390人

【ぽい捨て防止指導員による美化推進区域内の巡回パトロール】
・美化推進区域・喫煙制限区域において、「広島市ぽい捨て等の防止に関する条例」を
実効性あるものとするため、ごみのぽい捨てや歩行喫煙等の防止を呼び掛ける巡回パ
トロールを、8/6を除き毎日実施した（罰則適用件数258件）。

令和４年度の実施状況

54 ○不法投棄をされない環境
づくりの推進

51 ○ぽい捨て防止の取組の実
施

52 ○市内における清掃活動の
実施

【地域との協働による不法投棄防止対策の実施】
・安佐北区にて、住民主体による不法投棄されない環境づくりを進めた。

【市街地周辺の不法投棄ごみの撤去】
・環境事業所により不法投棄ごみ撤去を実施した（18.60トン撤去）。

【不法投棄防止パトロールの強化】
・日中及び夜間にパトロールを実施した。
　※　夜間パトロールの概要：1日1コース1班により実施（年間252日）
　　　 コース内訳：7コース631ｋｍ、監視ポイント124か所

【不法投棄防止キャンペーンの充実】
・各区役所及び市民が協働し、不法投棄・散乱ごみの多い場所の清掃を行い、広く市民
に不法投棄抑止への意識啓発を図る不法投棄防止キャンペーンを実施した（佐伯区：
12/5（参加者：76名）、南区：3/12（参加者：108名））。

【広島市不法投棄防止連絡協議会の運営】
・不法投棄常習箇所や不法投棄対策に関する情報共有を行い、不法投棄未然防止を
図ることを目的として国・県・本市等の関係機関によって構成された、不法投棄防止連
絡協議会を書面開催した（3/28）。

【クリーンアップチームひろしまによる主要交差点等の巡回清掃】
・4チーム（8人）が、都心部（美化推進区域）以外の163か所を車両で回りながら、清掃
や啓発活動を毎日実施した（ごみ量4,943.6ｋｇ）。

【美化推進区域内での巡回清掃、啓発等】
・2チーム（4人）が、都心部（美化推進区域）を徒歩で巡回しながら、市民では対応が難
しいガムの除去を中心に清掃を行うとともに、来広者への道案内や観光情報の提供等
を実施した（1チームにつき週2日実施、道案内件数51件、ごみ量595.5ｋｇ）。

【散乱ごみ追放キャンペーンの実施】
・ごみゼロ・クリーンキャンペーンを実施した。
・平和記念公園一斉清掃（8月6日に挙行される平和記念式典に先立ち、会場となる平
和記念公園及びその周辺の清掃）は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、規模を縮小して実施した（8/2）。
・各区清掃キャンペーン（各区地域支えあい課、公衛協等が主体となる清掃活動）を南
区で実施した（3/12、参加者125人）。その他の区は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止とした。

【ぽい捨て未然防止対策等の推進】

【各種団体によるぽい捨て防止の啓発の推進】
・従前の「ごみゼロ・クリーンウォーク」を見直した「ごみゼロ・クリーンキャンペーン」につ
いて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、取組の一部を中止又は期間を
変更して実施した。

【ぽい捨て防止指導員による美化推進区域内の巡回パトロール】
・美化推進区域・喫煙制限区域において、「広島市ぽい捨て等の防止に関する条例」を
実効性あるものとするため、ごみのぽい捨てや歩行喫煙等の防止を呼び掛ける巡回パ
トロールを、8/6を除き毎日実施した（罰則適用件数189件）。

【クリーンアップチームひろしまによる主要交差点等の巡回清掃】
・4チーム（8人）が、都心部（美化推進区域）以外の163か所を車両で回りながら、清掃
や啓発活動を毎日実施した（ごみ量4704.3ｋｇ）。

【美化推進区域内での巡回清掃、啓発等】
・2チーム（4人）が、都心部（美化推進区域）を徒歩で巡回しながら、市民では対応が難
しいガムの除去を中心に清掃を行うとともに、来広者への道案内や観光情報の提供等
を実施した（1チームにつき週2日実施、道案内件数73件、ごみ量538.4ｋｇ）。

【散乱ごみ追放キャンペーンの実施】
・ごみゼロ・クリーンキャンペーンを実施した。
・平和記念公園一斉清掃（8月6日に挙行される平和記念式典に先立ち、会場となる平
和記念公園及びその周辺の清掃）は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、規模を縮小して実施した（8/2）。
・各区清掃キャンペーン（各区地域支えあい課、公衛協等が主体となる清掃活動）を南
区、安佐南区、安佐北区及び佐伯区で実施した（南区：9/10（参加者173人）、安佐南
区：9/4（参加者82人）、安佐北区：10/1（参加者60人）、佐伯区：6/5、7/3（参加者1,250
人））。

【地域との協働による不法投棄防止対策の実施】
・安佐南区にて、住民主体による不法投棄されない環境づくりを進めた。

【市街地周辺の不法投棄ごみの撤去】
・環境事業所により不法投棄ごみ撤去を実施した（10.29トン撤去）。

【不法投棄防止パトロールの強化】
・日中及び夜間にパトロールを実施した。
　※　夜間パトロールの概要：1日1コース1班により実施（年間252日）
　　　 コース内訳：7コース628.9ｋｍ、監視ポイント123か所

【不法投棄防止キャンペーンの充実】
・各区役所及び市民が協働し、不法投棄・散乱ごみの多い場所の清掃を行い、広く市民
に不法投棄抑止への意識啓発を図る不法投棄防止キャンペーンを実施した（佐伯区：
12/4（参加者：84名））。

【広島市不法投棄防止連絡協議会の運営】
・不法投棄常習箇所や不法投棄対策に関する情報共有を行い、不法投棄未然防止を
図ることを目的として国・県・本市等の関係機関によって構成された、不法投棄防止連
絡協議会を開催した（3/29）。
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